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第72号議案 市道路線の認定及び廃止について
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図面番号 路線名 道路延長 道路幅員 理由 備考

① 三重町三京町１号線 ６３１．３ｍ ３.０～１３．５ｍ 移管 認定

認定路線 １路線 ６３１．３ｍ

１ 路線名一覧表

図面番号 路線名 道路延長 道路幅員 理由 備考

② 三重町２２号線 ２１０．３ｍ ３．０～６．５ｍ 路線の重用 廃止

③ 東町４４号線 ７８．９ｍ ４．６～２３．６ｍ 路線の重用 廃止

廃止路線 ２路線 ２８９．２ｍ

（１）認定

（２）廃止
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２ 市道路線の認定及び廃止位置図（①三重町三京町１号線、②三重町22号線）

認定予定路線
①三重町三京町１号線

臨港道路

市道三京町17号線

廃止予定路線
②三重町22号線

国道202号
マリンヒル三京

長崎漁港
三重地区

三重小学校

三重中学校

三重浄水場
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３ 位置図（拡大）（①三重町三京町１号線、②三重町22号線）

市道三京町17号線

国道202号

認定予定路線
①三重町三京町１号線

廃止予定路線
②三重町22号線

長崎漁港
三重地区

マリンヒル三京

A

B

C

D

臨港道路

東上
バス停
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４ 起終点写真（①三重町三京町1号線、②三重町22号線）

①三重町三京町1号線 道路延長631.3ｍ、幅員3.0ｍ～13.5ｍ

C

終点

D

起点

A

B

終点

認定路線

廃止路線②三重町22号線 道路延長210.3ｍ、幅員3.0ｍ～6.5ｍ
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国道34号

５ 市道路線廃止位置図（③東町44号線）

市道東町25号線

市道東町80号線

廃止予定路線
③東町44号線

彩が丘団地

東長崎縦貫線の一部
（市道東町76号線）

↓ 至 田中町方面
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６ 位置図（拡大）（③東町44号線）

市道東町25号線

廃止予定路線
③東町44号線

彩が丘団地

市道東町80号線

東長崎縦貫線の一部
（市道東町76号線）

B

A

C

D
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７ 起終点写真（③東町44号線）

道路延長78.9ｍ、幅員4.6ｍ～23.6ｍ

終点

B

起点

A
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８ 供用区間写真（東町80号線）

C

市道東町25号線

D
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○道路法

（道路の種類）

第三条 道路の種類は、左に掲げるものとする。

一 高速自動車国道 二 一般国道 三 都道府県道 四 市町村道

(市町村道の意義及びその路線の認定)

第八条 第三条第四号の市町村道とは、市町村の区域内に存する道路で、市町村長がその路線を認定したものをいう。

２ 市町村長が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらかじめ当該市町村の議会の議決を経なければなら

ない。

（路線の廃止又は変更）

第十条 都道府県知事又は市町村長は、都道府県道又は市町村道について、一般交通の用に供する必要がなくなつたと認める場合

においては、当該路線の全部又は一部を廃止することができる。路線が重複する場合においても、同様とする。

（略）

３ 第七条第二項から第八項まで及び前条の規定は前二項の規定による都道府県道の路線の廃止又は変更について、第八条第二項

から第五項まで及び前条の規定は前二項の規定による市町村道の路線の廃止又は変更について、それぞれ準用する。

９ 道路法等（抜粋）
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